
 

 

 

 

 

目と耳の両方に不自由を感じている方（盲ろう者）へ 

コミュニケーションと移動の支援を行っています！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                               

詳しくは、裏面「派遣内容について」を 

ご確認ください。 

次の要件を満たしている方が対象です！ 

●千葉県内に居住している方 

●身体障害者手帳の視覚及び聴覚障害の重複による障害の程度が１級

又は２級の方 

※以下のような方も該当する場合がありますのでご相談ください。 

○視覚に障害があり、聞こえにくくなっている方（何度も聞き直すなど） 

○聴覚に障害があり、見えにくくなっている方（夜見えにくい、よく物にぶ

つかったりする、視野が欠けているなど） 

は 

手話（接近手話・触手話）、指文字、手のひら書き、指点字、

ブリスタ（点字速記用タイプライター）、音声、筆記など、 

盲ろう者によって様々です。 

主なコミュニケーション方法 

 
千葉県ＰＲマスコット 
キャラクター チーバくん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          詳しくは、下記へお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この事業は、千葉県がＮＰＯ法人千葉盲ろう者友の会に委託をしています。 

（千葉県・千葉市・船橋市・柏市が共同で実施している事業です。） 

県担当課：千葉県健康福祉部障害者福祉推進課 障害保健福祉推進班 

TEL ０４３－２２３－２３４０ FAX ０４３－２２１－３９７７ 

 

あなたの身近に、目と耳の両方に不自由があり、コミュニケーション等の支援を

必要としている方がおられたら、このチラシの情報をお伝えください。 

事業実施機関及び問い合わせ先 

県民の皆様へ 

ＮＰＯ法人千葉盲ろう者友の会 

（千葉県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事務所） 

受付時間：月～金 ９時～１７時 

（祝日・年末年始を除く） 

〒262-0024 千葉市花見川区浪花町９５６－３  

ファミリールハイツ浪花１０２号室 

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０４３－３１０－３００８ 

E-mail: haken-chibadb@wd5.so-net.ne.jp 

 

●利用料は無料です。 

●目と耳の両方に不自由を感じている方（盲ろう者）へ情報保障と移動介助を

行う通訳・介助員の派遣を行います。 

例えば・・・・・ 

医療機関への受診、買い物、会議、冠婚葬祭などへの外出時における 

通訳や移動介助等を行います。 

また電話、手紙の代筆、代読などのコミュニケーションを支援します。 

※政治活動、宗教活動、営業活動や通勤・通学等の送迎は、派遣対象外 

です。 

※通訳・介助員は、職務上知り得た盲ろう者に関しての個人情報を、 

他に漏らすことは禁止されています。安心してご利用ください。 

派遣内容について 

 
千葉県ＰＲマスコット 
キャラクター チーバくん 
 


